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中国における知的所有権侵害とその対処法
（商標権・特許権の侵害）

2011年2月
ジェトロ北京センター

谷山 稔男

2

１．中国の位置づけ

２．中国における知的財産制度

３．知的財産権に関する紛争
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出典：全人代（2010年３月）における温家宝総理の報告、国家統計局。

項目 2010年目標 2010年実績

国内総生産（GDP）成長率 8.0％前後 10.3％

全社会固定資産投資額 20％増 23.8％増

社会消費品小売総額 15％増 18.4％増

貿易総額 ８％増 34.7％増

対内直接投資（FDI） 960億ドル 1057億3,500万ドル

消費者物価指数（CPI） ３％上昇 3.3％上昇

マネーサプライ（M2） 17％増 19.7％増

貸出残高増加額（人民元建て） ７兆5,000億元 7兆9,000億元

農民純収入（一人当たり） ６％増（実質） 10.9％増（実質）
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２０１０年の主要経済目標と実績
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中国ＧＤＰ成長率
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中国ＧＤＰ成長率
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Rankings of growth competitiveness component indexes
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有望事業展開先国 （％）

出典：海外直接投資アンケート結果 （国際協力銀行）
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有望事業展開先の理由 （％）

出典：海外直接投資アンケート結果 （国際協力銀行） 現地マーケットの成長性

安価な労働力

現地マーケットの現状規模

対日輸出拠点＋第三国輸出拠点として

インド ベトナム タイ中国
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研究開発費／GDP（％）研究開発費（億RMB）
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出典：2009跨国公司中国报告出典：中国統計年鑑（2010年版）
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◆ 2008FYの科学技術研究費は18兆8001億円。2007FY（18兆9438億円）
に比べ0.8％減少（9年ぶり）

◆ 2008FYの科学技術研究費は、ＧＤＰに対する比率が3.78％と過去最高。

出典：2009年科学技術研究調査
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１．中国の位置づけ

２．中国における知的財産制度

３．知的財産権に関する紛争
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知的財産権

知的創造物についての権利

専利権（専利法）

創作意欲を促進

回路配置利用権
（集積回路配置設計保護条例）

品種登録

（植物新品種保護条例）

営業秘密
（反不正当競争法）

著作権（著作権法）

営業標識についての権利

信用の維持

商標権（商標法）

著名な商品表示
（反不正当競争法）

商号（会社法）

知的財産権の種類

専利には、特許、実用新案、
意匠が含まれる

所管は国家知識産権局
（SIPO）

所管は国家版権局（NCAC）

所管は国家知識産権局
（SIPO）

所管は国家農業部及び林業
局とに分かれている

所管は国家工商行政管理総
局（SAIC)

所管は国家工商行政管理総局
（SAIC)

所管は国家工商行政管理総局
（SAIC)

所管は国家工商行政管理総局
（SAIC)
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專利代理人 中国国内出願者

知識産権局へ出願

形式審査

出願公開 修正（期限内）

再審査

不受理

拒絶

登録

権利行使可能

専
利
復
審
委
員
会

北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院

北
京
市
高
級
人
民
法
院

条件に合致 不合致

不合致

条
件
に
合
致

第三者による無効審判請求

再審査申請

裁
定
、
採
決
に
不
服

裁
定
、
採
決
に
不
服

3年以内に審査請求

しなければ取り下げ

先になされた出願を
優先する「先願主義」

中国の特許出願：手続き

14

審査請求

実体審査

3年以内

18月以後

拒絶理由
補正
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専利出願の動向

出典：JPO年次報告書、SIPO年度報告、KIPO年度報告

USPTO年度報告、EPO年度報告

特許出願件数の推移
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出典：SIPO 年度報告、SIPO最新状況紹介

中国専利出願件数の推移
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外国からの特許出願件数

出典：JPO年次報告書から作成

特許出願における外国出願の割合
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●最終処分までに要する期間は、2000年の５３月から2009年の２５．８月へと半減。
2010年には２４月と更に短縮。

●審査に着手するまでの待ち期間（FA）は１２．５月。

出典：SIPO 年度報告、SIPO最新状況紹介

中国における特許の実体審査件数
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中国の特許出願：統計データ
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全国専利事業発展戦略（2011-2020年）

2015年の目標として：

（１）発明、実用新案、意匠の三種類の専利の年間出願件
数200万件達成する。

（２）中国人の発明専利年間授権件数が世界第二位とな
る。

（３）100万人あたりの発明専利保有件数と海外専利出願
件数を倍増する。

（４）全国主要都市に専利取引サービス機関を設立し、専
利の年間取引額1000億元を達成する。

（５）発明専利出願の実体審査結審にかかる平均周期を約
22ヶ月まで短縮する。

中国における特許戦略
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全国専利事業発展戦略（2011-2020年）

2015年の目標として：

（６）実用新案及び意匠専利出願の審査にかかる平均周期
を約3ヶ月まで短縮する。

（７）専利出願の複審請求案件及び無効宣告請求案件の審
理にかかる平均周期をそれぞれ12ヶ月、6ヶ月まで短
縮する。

（８）9000人の専利審査人材チーム建設を達成する。企業
の専利人材の質的改善及び増員を行う。専利サービス
人材を増員し、専門分野のさらなる整備を進め、専利
代理人の人数1万人を達成する。

（９）加速審査制度を設立する。

中国における特許戦略

実体審査 なし な し

権利の存続期間 出願から10年 出願から10年

費 用
（登録から３年分）

約2万円
（１請求項の場合）

1100RMB（約1万5千円）

保護対象
物品の形状、構造又はその組み合わせに
係る考案

物品の形状、構造又はその組み合わせに
ついてなされた実用に適した新しい技術
法案

権利になるまで 出願から約４～６月 出願から平均４．３月

権利行使
技術評価書を提示して警告した後でなけ
ればできない

評価報告書の提示は不要。人民法院等
は、評価報告書の提出を求めることができ
る。

日 本 中 国

出願件数 年間約９千５百件 年間約３１万件 20

日中における実用新案制度の相違点
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商標代理機構 中国国内出願者

商標局へ出願

形式審査

実質審査

初期査定公告

修正（期限内）

再審査

不受理

出願の全部又は一部拒否

異議理由審査

登録不認可

認可登録公告

権利行使可能

商
標
評
審
委
員
会

北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院

北
京
市
高
級
人
民
法
院

条件に合致 不合致

不合致

条
件
に
合
致

不合致条件に合致

第三者による
異議提出

異
議
不
成
立

異
議
成
立

第三者による申立て登録商標紛争

異議裁定に不服

被異議申立人が

再審査申請

裁
定
、
採
決
に
不
服

裁
定
、
採
決
に
不
服

初期査定公告

から3ヶ月以内

理由によっては
登録から5年以内

先になされた出願を
優先する「先願主義」

中国の商標出願：手続き
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中国における商標の出願件数及び実体審査件数

出典：CTMO年次報告書、報道発表

中国の商標出願：統計データ

2010年の目標 ①商標審査140万件、 ②審査期間19月→1年以内に短縮
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●異議申立件数は、2008年の約１．５倍強に急増。
●2009年の初期査定公告件数（927,935件）と比較すると、約４％に異議申立
が発生。

中国の商標出願：統計データ

中国における商標の異議申立件数

23

出典：JPO年次報告書

日本における商標の出願件数及びＦＡ期間

（参考）日本の商標出願：統計データ
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商標事業の世界水準達成計画

25

商標事業の世界水準達成計画（2008年－2012年）
2009年11月25日公布

（１）「３・５の目標」
３年間（2008年－2010年）で商標登録審査及び審判

の案件滞貨を解決し、５年間（2008年－2012年）で商
標事業を世界的水準まで引き上げる。

（２）商標登録審査期間 10月以内
（３）異議申立、審判の審理期間 20月以内
（４）審決の被上訴件数／総審決件数 ＜ ５％
（５）商標関連行政訴訟の勝訴率 ＞ ８５％

26

１．中国の位置づけ

２．中国における知的財産制度

３．知的財産権に関する紛争
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中国における権利紛争の動向

出典：中国知識産権保護状況

行政取り締まり件数
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（１）朗科科技 vs 日本企業A

◆提訴時期：２００４年７月
◆提訴地：深セン市中級人民法院
◆原告（権利者）：深セン市朗科科技有限公司
◆被告（被疑侵害者）：日本企業A
◆原告主張

被告は、原告のフラッシュメモリの基礎特許を侵害
◆請求内容

権利侵害行為の停止、１０００万人民元の損害賠償
◆結果：和解（和解内容は公表されていない）
◆補足：日本企業Aは管轄権の異議申立を行ったが、却下された

出典：中華工商時報（2005年8月5日）、京華時報（2006年11月24日）

中国における権利紛争事例
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（２）愛国者 ｖｓ 日本企業B

◆提訴時期：２０１０年４月
◆提訴地：陝西省西安市人民法院
◆原告（権利者）：愛国者電子科技有限公司
◆被告（被疑侵害者）：日本企業B
◆原告主張

全世界の6000万台のパソコンが愛国者のUSB PLUSに関する特許権
を侵害

◆請求内容
損害賠償

◆補足：
HPに対して北京第一中級人民法院に提訴し、100万人民元の損害賠
償を請求
日本企業C、デル、サムソン等にも警告状を送付

出典：捜狐新聞（2010年4月28日）、華夏時報（2010年5月1日）

中国における権利紛争事例

30

（３）中国人 ｖｓ 日本企業D、日本企業E

◆提訴時期：２００９年１１月
◆提訴地：深セン市中級人民法院
◆原告（権利者）：中国人３名
◆被告（被疑侵害者）：日本企業D及びE
◆権利：個人が有する４つの特許権
◆原告主張

被告のデジタルビデオ、カメラ、携帯電話等は、原告の特許権を侵害
◆請求内容

各特許権毎に５０万人民元の損害賠償

出典：科技日報（2010年7月2日）、中国知識産権網（2010年7月5日）

中国における権利紛争の動向
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（４）武漢晶源 ｖｓ 日本企業F

◆提訴時期：２００１年９月
◆提訴地：（第一審）福建省高級人民法院、（第二審）最高人民法院
◆原告（権利者）：武漢晶源環境工程有限公司
◆被告（被疑侵害者）：日本企業F、華陽電業有限公司
◆原告主張

被告は、原告が保有する海水脱硫法に関する特許権を侵害
◆判決：２００９年１２月

日本企業Fに対して５０６１万人民元を支払わねばならない
華陽電業有限公司は特許権使用費として、一台当たり２４万人民元×
使用年数の金額を支払わねばならない

◆補足

・武漢晶源は、特許出願の事実を隠蔽し、海水脱硫装置の環境アセス
メントを引き受け、設備の運転開始後、特許権侵害訴訟を提起した
・日本企業Fは、武漢晶源の特許権の有効性を争ったが、2007年8月、
北京市高級人民法院は、武漢晶源の特許権は有効と判断。

中国における権利紛争事例

32

（５）方大 ｖｓ 日本企業G

◆提訴時期：２０１０年３月
◆提訴地：広州市中級人民法院
◆原告（権利者）：方大集団股份有限公司
◆被告（被疑侵害者）：日本企業G
◆原告主張

被告は、原告が保有する設置支障装置、伸縮可能積載連結装置に関
する実用新案権２件を侵害

◆請求内容
権利侵害行為の停止、１０００万人民元の損害賠償

◆補足
日本企業Gは、2010年7月、実用新案２件の無効審判を国家知識産権
局に請求。2010年10月、国家知識産権局は、伸縮可能積載連結装置
に関する実用新案権は有効と判断。

出典：北京奥肯国際知識産権代理有限公司ウェブサイト、中国経済網（2010年12月27日）

中国における権利紛争事例
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シュナイダー vs 正泰事件

33

実用新案権 侵害訴訟 実用新案権 無効訴訟

正泰がシュナイダーを提訴
（温州市中級人民法院）

シュナイダーが正泰の権利無効審判を請求
（SIPO専利復審委員会）

正泰の権利は有効
（SIPO専利復審委員会）

シュナイダーは審決を不服として上訴
（北京市第一中級人民法院）

正泰の権利は有効
（北京市高級人民法院）

正泰の権利は有効
（北京市第一中級人民法院）

シュナイダーは審決を不服として上訴
（北京市高級人民法院）

シュナイダーは敗訴、損害賠償は約３.３億人民元
（温州市中級人民法院）

シュナイダーは判決を不服として上訴
（浙江省高級人民法院）

和 解
シュナイダーは正泰に対して１．５７５億人民元を支払う

2006年7月

2006年8月

2007年4月

2007年9月

2007年10月

2009年3月

2009年4月

2007年7月

中国における権利紛争事例

34

最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適
用の若干問題に関する解釈 （2009年12月）

（１）権利侵害部品を用いた製品

①完成品の部品が専利権（発明、実用新案、意匠）を侵害する場
合、当該完成品の販売も権利侵害である。ただし、意匠権を侵害
する部品が、完成品において技術的な機能だけ有する場合は除外
される。

（部品が内部に隠れており、外からは部品の意匠を見ることができ
ない場合等）

②部品自体の価額および完成品の利益実現における役割などの要素
により賠償額を確定する

③包装物の意匠の場合、包装物自体の価額および被包装製品の利益
実現における役割などの要素により賠償額を確定する

専利権侵害に関する司法解釈
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35

最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適
用の若干問題に関する解釈 （2009年12月）

（２）公知技術の抗弁
権利侵害と主張された製品が公知技術に該当するとして反論するこ
とが可能。

（３）非侵害確認訴訟
下記要件を満たす場合、被侵害確認訴訟を受理する。
・権利者が他者に対して専利権侵害の警告を発信する
・被警告人若しくは利害関係者が書面で権利者に訴権の行使を催告
・権利者は当該書面催告の受領日から１ヶ月以内、又は書面催告の

発信日から２ヶ月以内に、警告の撤回をせず、訴訟も提起しな
かった

専利権侵害に関する司法解釈

約1,125億円

中国企業が日本企業

に与えた知財権被害額

(出所）2002年経済産業省

450億円

中国におけるキャラクター
玩具の売上被害額
(出所）日本商品化権協会

2.4～3兆円

中国企業の模倣品被害及び市場
にある模倣品総額
(出所）2001年国務院発展研究中心

9兆3,474億円

中国における売上
ベース模倣被害額

(出所）2004年特許庁

被害額推計の代表的な既存調査

模倣品被害額

36
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ニセモノ

商標権侵害

著作権侵害

特許・意匠
侵害

工商行政
管理局

質量技術
監督局

工商行政
管理局

版権局

知識産権局

一審判決 二審判決司法ルート

行政ルート

侵害発見 刑事告訴
するか？

速い、簡便

日本企業の多くがニ
セモノ・商標権侵害
に活用
自主摘発？

遅い

意匠権侵害、特許
権侵害に活用

立件できるか？
（数量、金額、手間）

２審制は機能してい
るか？

企業自らが証拠収集
し、摘発を依頼

模倣品摘発ルート

37

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

商標権

意匠権

̡

著作権

2005 N=687

2006 N=856

2007 N=876

2008 N=926

（１）模倣被害の状況（複数回答）

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁）

模倣品の現状

38
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71.0%

62.0%

31.9%

24.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China Taiwan South Korea Thailand

（２）被害社率の推移

●中国での被害は2006年をピーク（71%）に減少傾向。2008年は62%。他の国
でも同様の傾向あり

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁） 39

模倣品の現状

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

日本

中国

台湾

韓国

インドネシア

タイ

マレーシア

シンガポール

ベトナム

フィリピン

インド

その他アジア

2006【N=856】

2007【N=876】

2008【N=926】

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁）

（３）模倣品製造国・地域の被害社率

40

模倣品の現状
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（４）中国における模倣拠点

●ニセモノ製造拠点
広東省（28.4%）
浙江省（21.6%）
上海市（15.3%）

●ニセモノ経由拠点
広東省（8.4%）
上海市（7.3%）
香港（7.0%）

●ニセモノ消費拠点
上海市（30.3%）
広東省（23.5%）
北京市（19.5%）

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁） 41

模倣品の現状

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

製造業者の調査

輸入業者の調査

卸売業者の調査

小売業者の調査

国内外での知的財産権の取得

知的財産に関する担当者の現地派遣・常駐化

模倣品の製造業者・販売業者への警告

税関への取締申請

警察への取締申請

その他行政機関への取締申請

裁判所への仮処分申請・証拠保全

偽造防止技術の利用（偽造防止ラベルの活用等）

マスメディア等を活用した消費者への啓発活動

代理店等取引業者と模倣品を扱わない旨の契約…

公的機関の支援施策の活用

その他

現在実施している対策（複数回答） 効果のある対策（複数回答）

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁）

（５）模倣被害対策

42

模倣品の現状
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

中身と包装やロゴシール等を別々の場所で製造し、販売時に合わせる

見た目はそっくり作り、商標を付けずに販売

デザイン画だけ送り、他国の業者にOEM生産をさせる手法

正規品の容器や包装を回収し、粗悪なものを詰めて正規品と偽って販売

安価な業務用の正規品を仕入れ、模倣した容器や包装に再封入して販売

正規品であることを示す識別シールを模倣して添付

デッドコピーの模倣品に正規品と同程度の価格を設定し、販売

正規店舗を装って模倣品を販売

住居内など発見されにくい場所で生産

摘発を逃れるために、在庫を貯めず次々と出荷しており、在庫を押収できない

その他

日本 中国 台湾 韓国

（出所）２００９年度 模倣被害調査報告書（特許庁）

（６）模倣手口の巧妙化

43

模倣品の現状

44

（１）模倣被害における変化
・模倣被害が減少したとの実感なし
・小口化、巧妙化、分業化
・刑事訴追の難しさ
・郵便を用いた海外輸出
・オークションサイトを用いた模倣品販売

（２）新たな取り組み
・違法看板の撤去
・市場管理者、倉庫提供者、輸出入代理業者等の間接

関与者との協同
・プロバイダーとの協同
・政府機関との連携
・普及啓発活動

模倣品の現状
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45

ＩＳＰ

権利者

違法行為の制止措置要求
（権利侵害責任法）

違法行為の制
止措置要求

違法行為の制止
措置要求

通信管理部門

①接続サービスの一時遮断、停止の要請
②ウエブサイトの閉鎖の要請

工商局

インターネット商品取引及び関連サービス行為に関する管理暫定弁法

①身分情報の審査
②検査監督制度の構築
③違法行為の制止措置
④権利侵害責任法に基づく措置
⑤登録情報、取引情報の保存

権利侵害者

①違法行為の
報告

②権利侵害者
の登録情報
等の提供

●模倣品を製造している中国企業

・海外からの多くのバイヤーが参加する展示会
は、海外に模倣品を販売する絶好の機会。

・展示会での商談を通じて海外に輸出されていく
模倣品が後を絶たない。

展示会における模倣品ビジネスの実態を明らかにする。

中国の展示会にて、商標権侵害・意匠権侵害の疑いがある製品に関する情報を収集。
○模倣品出展企業の代表者、所在地
○侵害形態（デッドコピー、商標権、意匠権などの特許権侵害）
○模倣品単価
○カタログ、サンプルの収集
○展示品写真の撮影

展示会での模倣品対策

46



24

・先に出願した者が権利を取得する先願主義
（中国への出願まで検討していなかった）
・事業と無関係の商品区分における他人の商標出願
・商標ブローカー
・冒認出願をそそのかす悪質な代理人
・日本語の持つイメージの良さ、日本産の偽装

商標権冒認出願

なぜ冒認出願されるのか

外国の商標が、中国では出願・登録されていないことを奇禍として、第
三者が先に当該商標を出願・登録すること。

商標権冒認出願

外国企業ブランド、日本の地名、俳優・歌手等の名前、
アニメキャラクター、小説等のタイトル 等

冒認出願の種類

47

長崎県が「長崎」を商標登録
出願（6999468号～
6999470号）したが、拒絶さ
れた

青森県、青森県りんご対策協議会、青
森県漁業協同組合連合会が、青森県
産品を示すマークを商標登録出願
（7267747号～7267751号、
7233610号～7233612号、
7215900号）。7233610号は拒絶さ
れた。

（財）岐阜県産業文化振興
事業団が「岐阜」を商標登
録（3741868号、
3986015号～3986024
号、3986034号）

山形県が「おいしい山形」を
商標登録出願し、一部登録
済み（5269186号、
5269189号～5269191
号）、一部公告（5269188
号）

福岡県産品の統一マークとして「まる
福マーク」を商標登録（3945683号、
5514605号～5514607号）

沖縄県工業
連合会が「沖
縄」ロゴを商
標登録出願
（6819978号
～6819980号）
6819978号、6619979号は
拒絶審判中。

出典）新聞報道等を参考にジェトロ北京センター
が作成（2010年12月11日現在）

佐賀県が「佐賀穂香」を商標
登録出願（5255590号）し
たが、拒絶された

地方自治体による対応

48

北海道漁業協同組合
連合会がロゴマークを
商標登録（1078840
号）

新潟県が「新潟」
を商標登録出願
（7216287号～
7216288号）

愛媛県が「愛媛」を商標登録
（6826676号、6826677号）

鹿児島県が国内で保有す
る商標の一部を出願
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出典）新聞報道等を参考にジェトロ北京センター
が作成（2010年12月11日現在）

松阪市の依頼により「松阪肉」、「松阪牛」（5362466号
～5362469号）を商標登録出願。5362468号、
5362469号は拒絶審判中。拒絶理由の一つである類似
登録商標は、取消を申請している登録商標

南部鉄器協同組合連合会が
「南部鉄瓶」（7689668号）、
「南部鉄器」（7689669号）を

商標登録出願。双方とも拒絶
審判中

商標局により、府県名が拒絶された府県

地域ブランド権利者による対応

49

みなみ信州農業協同南組合が
「市田柿」を商標登録出願
（7297915号）

協同組合飛騨木工連合会が「飛騨・
高山の家具」 （5970689号）、「飛騨
の家具」（5970690号）を商標登録

協同組合岐阜県刃物会館が
「関の刃物」 （6410911号、
6794774号）を商標登録出
願。普通商標6410911号は

商標登録。団体商標
6410911号は審査中

京都扇子団扇商工協同組合が「京扇
子」 （6867085号）を商標登録出願し
たが、拒絶された

本場奄美大島紬協同組合が「本
場奄美大島紬」を商標登録
（535910号）

沖縄県酒造組合連合会が「琉球泡
盛」 （6334953号）を商標登録出願し、
拒絶審判中

「鹿児島」商標登録（4292944号、
4522946号）に異議を申し立て 「松板」商標登録（5174100号）

に異議を申し立て

「松阪＋ロゴマーク」商標登録
（1639929号）に取消裁定を申請

「南部鉄器」商標登録
（6256719号）に異議を申し立
て

「山梨勝沼」商標登録（5657925
号）に異議を申し立て

「讃岐烏冬」商標登録（5161788号）
に異議を申し立て

異議申立、取消の申請状況

50

青森県、青森市など関係24団体の連名で「青
森」商標登録（3249244号、3249247号、
3249249号～3249251号）に異議を申し立て、
認められる。

青森県など関係6団体の連名で「青淼」商標登録
（4800546号）に異議を申し立て

「紀州」商標登録（5130525
号）に異議を申し立て

出典）新聞報道等を参考にジェトロ北京センター
が作成（2010年12月11日現在）

「常滑焼」商標登録（7945205号、
8020507号）に異議を申し立てる予定

「佐賀」商標登録（3826884号、
3481021号）に不使用取消を申し立
て
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51

１６２７１１７号登録商標

（指定商品：米）

３０７３５３０号登録商標

（指定商品：米）

商標権冒認出願：品種名称

日本産コシヒカリ
販売時の表示

商標権冒認出願：品種名称

52

３５１１３８３号登録商標

（指定商品：梨）

６３１９１８５号登録商標出願

（指定商品：梨）

中国向け「梨」の
輸出に影響は？
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異なる出願人が
同一のキャラクター
を出願

韓国発
正規のコンテンツ

53

商標権冒認出願の事例

異なる出願人が
同一のキャラクター
を出願

54

商標権冒認出願の事例
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日本貿易振興機構北京センター

知的財産権部

HP：http://www.Jetro-pkip.org

Tel：+86-10-6528-2781

Fax：+86-10-6528-2782

ご清聴ありがとうございました。

55


